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暫定税率期限切れの際の対応について

平素は当サービス・ステーションをご利用いただき誠にありがとうございます。さて、既にテレビ・新聞等でも話題になっております＜ガソリン／軽油税の暫定税率＞に関しまして、当サービス・ステーションの対応について下記のとおりお知らせいたします。
記

①ガソリン税は製油所を出荷する際に課税されており、SS等における　ガソリンの４月１日以降の期初流通在庫には、旧税率（53.8円/Ｌ）が課税されています。

②当店の対応としては、この旧税率課税済みの流通在庫が無くなり、新税率（28.7円/Ｌ）のガソリンに切り替わり次第、販売価格を下げさせていただく予定です。

③一方、軽油税については、当給油所では給油所での販売段階で課税していますので、4月1日を持って新税率（15円/Ｌ）が適用となります。

④当該税の引き下げに伴い、石油業界は万全の態勢を整えて安定供給の確保に努めて参りますが、一時的にガソリン・軽油の供給及び税率をめぐって混乱が予想されます。消費者の皆様には、ご理解の上、秩序あるご購入をお願い申し上げます。
以上
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